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消費税，資本蓄積，厚生と賦課方式の公的年金政策

仲 間 瑞 樹

11はじめに

 消費税のもつ効果の1つとして，タックス・タイミング効果が指摘される。

若年期のみならず，老年期にも消費税支払いが生じる。そのため(個人の合

理性を前提とするならば)個人は老年期の消費税支払いに備えるため，若年

期から老年期にかけて貯蓄を高め，その分だけ資本蓄積も高まる。このよう

に消費税には資本蓄積を促進する働きがあり，Ihori(1996)，Ihori and Batina

(2000)等でもこの点が紹介されている。

 それではもし政府が消費税を(現在の日本で議論されているように)賦課

方式の公的年金政策の財源として利用するならば，タックス・タイミング効

果は期待されるのであろうか？賦課方式の公的年金財源のために，個人は若

年期だけではなく老年期でも消費税を負担する。もちろん賦課方式の公的年

金財源のために，若年期から老年期の消費税支払いに備えて貯蓄を高める場

合が考えられよう。この場合にはタックス・タイミング効果が期待される。

一方，個人が近視眼的であり老年期の公的年金給付をあてにするならば，若

年期から消費税支払いに備えて貯蓄をする必要がなくなる。この場合にはタッ

クス・タイミング効果が期待されない。実際，実証分析では多期間世代重複

モデルを利用して，消費税等を財源とする賦課方式の公的年金政策が資本蓄

積や厚生に与える影響を推計し，消費税のタックス・タイミング効果を支持

する結論を得ている1)。

1)消費税財源の賦課方式による公的年金政策の実証分析については，相当量の文献があ

 るものの分析の方向性はほぼ同じである。例えば賦課方式の公的年金政策財源として

 年金保険料，労働所得税，(年金目的)消費税等を想定し，これらが賃金率，資本労働

 比率，厚生等に与える効果を定量的に把握，比較をする分析が多い。そして年金保険

 料，労働所得税に比べ，(年金目的)消費税が資本蓄積や厚生を大きく阻害しないといっ

 た帰結を得ている分析が多い。年金の古典的な実証分析としては本間・跡田・岩本・

 大竹(1986)がよく引き合いに出される。最近の実証分析としては，例えば上村
 (2002)があげられよう。
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 しかし消費税財源の賦課方式による公的年金政策の定性的分析の数は，実

証分析と比べて非常に少なくなる。特に一般均衡型の2期間世代重複モデル

を利用した分析は，ほとんどなされていない2)。この理由の1つとして考え

られることは，安定性分析において困難が生じるためと推測される。通常

Diamond(1965)タイプの2期間世代重複モデルでは，今期と来期の2期間

にわたる資本蓄積についての動学体系の安定性が分析される。ところが本論

文でも指摘しているとおり，2期間世代重複モデルに消費税財源の賦課方式

による公的年金政策を導入することで，今期と来期そしてその次の期の3期

間にわたる資本蓄積についての動学体系に直面する。また多くの実証分析結

果から，消費税財源の賦課方式による公的年金政策は資本蓄積を促進すると

いった結論が支持されたため，定性的分析の必要性も高くなかったものと推

測される。

 そこで本論文では，政府が消費税を賦課方式の公的年金政策に利用する場

合に焦点をあてる。そして実証分析と同様，定性的分析でも消費税重課の賦

課方式による公的年金政策が資本蓄積を促進し，厚生に寄与するか否かを分

析する。具体的には第2節でDiamond型2期間世代重複モデルに，消費税

財源の賦課方式による公的年金政策を導入する。次の第3節では2階の定差

方程式で表される資本蓄積についての動学体系を1階の定差方程式体系に変

換し，動学体系の安定性を分析する。第4節では比較二二，厚生分析を介し

て消費税重課の賦課方式による公的年金政策が資本蓄積，厚生にもたらす効

果を分析する。多くの実証分析で得られている結果とは異なり，本論文の定

性的分析では消費税重課が資本蓄積や厚生を阻害することを明らかにする。

そして得られた結果に対する解釈を与える。第5節は本論文の分析結果をも

とにして，政策的な含意を述べる。

2)例えばMiguel-Angel and Lopez-Garcia(1996)では労働供給を内生化した世代重複モ

 デルを利用し，労働所得税と消費税を財源とする賦課方式の公的年金政策が資本蓄積，

 厚生に与える効果を分析している。しかし消費税が資本蓄積，厚生に与える効果は明

 確ではない。また動学体系の安定性分析も，論文中で明示されていないといった欠点

 がある。
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2:モデル

 Diamond(1965)による2期間世代重複モデルを利用する。人口成長率を

仮定しないため，t世代の労働力人口をL，とおくならば， L，＝ 1の関係が成立

する。t世代の個人は加磨藍ｪ離形の効用関数utをもつものとする。

   u，＝ui (ci，) ＋6u2 (c2，＋i) (1)

ただし効用関数は2階連続微分可能，強い凹関数，割引値は0＜β＜1をみた

す。c1、，c、t＋1はt期t世代の消費，(t十1)期t世代の消費であり，ともに正常

財である。

 t期t世代の個人は労働を非弾力的に供給し，労働所得wtを得る3)。そし

てそれらを消費Cl，，貯蓄St，消費税負担丁、cltに充当する。老年期を迎えた(t

十1)期t世代は貯蓄stの元利合計(1十rt＋1)s，(1人あたりの)消費税財源の

賦課方式による公的年金給付をA，＋1と表すならば，個人は公的年金給付とし

てA，＋1＝鼠c1，＋1十。2t＋1)を手にする。それらはちょうど消費。、t＋1，消費税負担Tc

c2t＋1と等しくなる。ただしTcは消費税率， rt＋1は(t十1)期利子率である。以上

から個人の予算制約式は，下記の(2)と(3)のとおり表される。

  (1十丁. ) cit＝ vvtNst

  (1十Tc)c2t＋1ニ(1十rt＋1)st十A，＋1

もちろん1人あたりで表した(t十1)期での政府の予算制約式は

  A，＋1＝Tc(Clt＋1十。2t＋1)

(2)

(3)

である。ここで図1を参考にしながら，本論文の公的年金の位置づけについ

て述べておこう。図1から分かるように，消費税財源の賦課方式による公的

年金は子世代である(t十1)世代からの消費税収，自身(t世代)が負担する

消費税収から構成される。従って消費税を賦課方式の公的年金財源として利

用する場合，子世代からの世代間移転部分と同世代内移転部分の2つから構

成される。

3)労働所得税，消費税を賦課方式の公的年金政策の財源とするMiguel-Angel and

 Lopez-Garcia(1996)，労働所得税を賦課方式の公的年金政策の財源とするIhori(1996)

 では，労働供給を内生化している。しかし比較静学結果は極端に複雑であり，意味あ

 る結論を導き出していない。そこで本論文では比較静学，厚生分析結果の一意性を優

 先ずる意味でも，労働供給を外生化している。
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 生産は新古典派型生産技術に従う。生産関数は一次同次，完全競争を仮定

する。集計化されたt期の生産量と資本蓄積をY，，K，とすれば，集計化され

た生産関数はyl，ニF(K，，ム)と表される。これを1人あたり表示にすると， yt

-f(k・)となる・ただし戸か巻であり・f'(・)一・・'f'(・Q)一・をみたすも

のとする。また完全競争の仮定から，資本と労働の限界生産物条件rt?'(k，)，

w，・ f(k，)一f'・(k，)・k・が成立する・これより密一一蝶一一kf・(k，)が成立す

る。

 資本市場ではt期の貯蓄が(t十1)期の資本蓄積に結びつく。財市場ではt

期の労働所得，資本利得，資本蓄積が，t期t世代とt期(t-1)世代の消費と

(t十1)期の資本蓄積に配分しつくされる。従って資本市場，財市場の均衡式

は下記の(4)と(5)のとおり表される。

   s， ＝＝ k，＋i (4)
   itvt十rtkt十k， ＝ci，十。2，十k，＋i (5)

t世代

t期 (t＋1)期

n Tcc2t. 1

(‘＋')世代

/ Tcci，. i

図1:本論文での公的年金政策のイメージ図

3＝安定性分析

 目的関数を(1)，個人の予算制約式(2)と(3)から導出される個人

の生涯予算制約式を利用して最大化問題を解くならば，1階条件は

   u'1，＝/9(1＋rt＋1)ぬ＋1                 (6)
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である4)。もちろん効用関数の形状については，下の仮定1をみたしている

ものとする。

仮定1＝効用関数の形状

炉雅痂≡畿であり7 ・・lt＞・・噛〉・をみたしている・ま碇

       dul              du2
常状態では〃'1≡                ＞0をみたす。2階微分についてはuf'≡         ＞0，め≡
       dc，              dc，

黒く・， ・1'≡繋・をみたしている・

 個人の予算制約式，資本市場，財市場の均衡式，資本と労働の限界生産物

条件を考慮すれば，上記の1階条件は

組1卸(k，) 一ft(k，)k，｝一1老司

一β［1・＋f・ (k，・，)］
w1嵩｛1鵬)｝翻ヨ1鴛臨)＋k，＋1一司

と表される。これを資本蓄積に関する動学体系として扱うならば，動学体系

の内生変数はt期，(t十1)期の資本蓄積k，，k，＋1の2期間だけではなく，t期，

(t十1)期，(t十2)期の資本蓄積k，，k，＋1，k，＋、の3期間にまたがる。従って消費

税財源の賦課方式による公的年金政策をモデルに導入するだけで，動学体系

が2階の定差方程式となる。そのためDiamond(1965)などで展開される，

資本蓄積に関する1階の定差方程式による安定性分析が難しくなる。このよ

うな背景から個人が必ず2期間生存する世代重複モデルでは，消費税を賦課

方式の公的年金政策財源とする定性的な分析が敬遠されてきたものと判断で

きる。

 そこでChiang(1974)， Ihori(1996)で説明され「o)，仲間(2007)で個人

4)自身の手にする賦課方式による公的年金給付部分を織り込まず，個人は効用最大化行

 動をとっている。

5)Ihori(1996)では労働供給を内生化した2期間世代重複モデル，また政府支出政策財

 源としての消費税を盛り込んだ2期間世代重複モデルで，この手磨翌�g用している。

 しかし本論文で扱っている消費税財源の賦課方式による公的年金政策を取り扱ってい

 ない。
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が確実に2期間生存するBarro(1974)の利他的遺産動求翼ｃfルの安定性分

析でも利用可能であることが示された手磨来?階の定差方程式を1階の定差

方程式に変換する手磨来黷�ﾌ用する。

第1ステップ

 内生変数のうちk，＋1をk，＋1≡μとして新しい人工変数ptで定義し直す。資本

蓄積k，＋1をk，＋1＝＝p，とおき，上の2階の定差方程式を下記のように定義する

ならば1階の連立油差方程式体系に還元される。

   k，＋1＝Pt

u'lt［vlf(k，)一kf'(k，)トVp，］

   ニβ［1十f'(Pt)］ぬ＋1［vll十f'(ρt)｝μ十臨脈ρ，)十P，一Pt＋ll ］

 この定差方程式体系を定常状態(p，k)の周りで線形近似すると下記の結果

を得る。

   鷹1一［lli:r圓髭＝刻

   」1 ＝64?6＝＝O

   i，＝6，＝1

   δ3＝・V/ヲTc(1十の〃

   δ，一fif'・。・'2＋V。｛'＋脚＋の・“卜V6(1＋r)⊥ 。i'＋肱(1＋，)・uit

                    Ok

   (S，＝一V uf'
      Ok

   ak＝'m一:一:';. ::一“＞O

      kft，

     1
   V＝     1十 Tc

第2ステップ

 固有値をz，固有方程式をφ1(A)と表す。固有方程式φ1ωは
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   φ1ω＝λ2-ZAZ＋vz一・f'

            の

   A ・V。f'＋彫'鴇棚(1＋r)・uE一脚＋r)L。5'＋肱(1＋r)・ui'

                    σ々
       1
          ＜O   Z＝     V/9T，。(1＋r) ui

と表される。そこで判別式をDとおき，固有方程式が実数解を持つか否か

を確認する。判別式の値を直接計算し，整理するならば，

                         
Dイ才(ut')・＋才卿〃)・(碗)・＋V・Z・fi・(1＋の・1＋。一L(u5')・

                      σκ

＋V・Z・fi・fc(1＋r)・(〃の・＋2・V・Z・β(1＋r)1＋r一上巴＋2㎎鞍'撫1'

                    σ々

＋2卿ケ〃(1＋r)1＋・二め〃1'＋2π弼。cf”(1＋r)・め“1'

            σ鳶
＋2、V2Z2)B2T，(1＋r)・1＋r-L(。Er)・＋2、V2Z2Z3T，(1＋r)1＋r一一21'1 uf'。S'

            σ々                          σ々

を得る。また固有方程式から求められる2実数解をZi，λ、と表し，解と係数

の関係を適用し，式を整理するならば，

   λi十A、＝VZuf'＋卿'励＋VZfi(1＋r)1＋r-L uE'十V［Z)BTc(1十r)・u6'

                     σた

   AIA，＝7Z-U｛t
       σ々

を得る。

 最後に固有方程式からφ1(一1)とφ1(1)を求める。φ1(一1)は

   φ1(一1)＝1十ZA'十VZ-uf'

            σ々

   オ'＝吻f'＋1ヴ'励＋咽1＋r)1＋r-Lu5'＋肱(1＋r)・ul'

                  σ匙

である。一方φ1(1)は

¢1(1)一Z 撃P一舌溜げ)岬(1＋r)1鷲酬1勃)司

である。ここで資本需要の利子弾力性について下の仮定2を課す。



一8一 (326) 山口経済学雑誌 第57巻 第3号

仮定2＝資本需要の利子弾力性

資本需要の利子弾力悔≡ V＞0は・＋分に弾力的である・そして資本

需要の利子弾」t・・EII ak≡一 ﾁ〉・は・r〈1ならば・k＞1i詠1なら齢の

大小関係をみたす。

 以上から資本需要の利子弾力性の値が仮定2をみたすならばD＞0，そし

てZ1十λ，＞0， A，A、＞0が成立し，固有方程式は異なる正の2実数解をもつ。ま

たZ＜0，仮定2よりA'＜0であるためφ1(一1)＞0が成立する。もちろんZ＜

0，仮定2よりφ1(1)＜0が成立する。よって固有方程式から導かれる1つの

実数解は正で1より大きく，もう1つの実数解は正で1より小さい。これら

の結果は命題1として下記のとおり集約される。

命題1＝動学体系の安定性

 政府は消費税財源の賦課方式による公的年金政策を行っている。効用関数

の形状は仮定1をみたす。資本需要の利子弾力性は仮定2をみたす。このと

き動学体系から導かれる固有方程式では1より大きい正の実数解，1より小

さい正の実数解の2実数解が保証される。さらに動学体系の定常均衡は鞍点

均衡である。

4:比較静学と厚生分析

 この節では定常状態で評価した動学体系，効用関数を利用し，消費税重課

の賦課方式による公的年金政策が資本蓄積，厚生に与える効果を分析する。

定常状態で評価した動学体系は

   u'i ＝13 (1十r) u '2

   Cl＝ル(k)一rkトlk

   c2＝ V(1＋r) k＋ VT，f(k)



消費税，資本蓄積，厚生と賦課方式の公的年金政策 (327)一9一

      1
   V＝＝
     1十 Tc

である。資本蓄積について微分するならば

 dk          VCI［uf'十β(1十加平

dTc-V ii-t〕岬げ)岬1→)11勃一二匿脚(1＋・)・uE'

を得る。分母の符号は正であり安定性分析とも整合性がとれている。分子の

符号は負。従って全体の符号は負であり，下記の命題2を得る。

命題2＝消費税重課の賦課方式による公的年金政策と資本蓄積

 政府は消費税財源の賦課方式による公的年金政策を行っている。効用関数

の形状は仮定1をみたす。資本需要の利子弾力性は仮定2をみたす。このと

き消費税重課の賦課方式による公的年金政策は資本蓄積を阻害する。

 定常状態で評価した効用関数はU＝Ul(Cl)十β〃、(C、)であり，これを消費税

率について微分し整理するならば，

        霊一険誰〃螂畷〃セー伽毛

となる。比較画学の結果を踏まえるならば全体の符号は負である。そして下

記の命題3を得る。

命題3＝消費税重工の賦課方式による公的年金政策と厚生

 政府は消費税財源の賦課方式による公的年金政策を行っている。効用関数

の形状は仮定1をみたす。資本需要の利子弾力性は仮定2をみたす。このと

き消費税重課の賦課方式による公的年金政策は厚生を阻害する。

 命題2と命題3から消費税重課の賦課方式による公的年金政策は，資本蓄

積を刺激するどころか資本蓄積を阻害し，厚生までも阻害するといった実証
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分析で支持される帰結とは逆の帰結が導き出されている。つまり本論文での

定性的分析の範囲内では，消費税のタックス・タイミング効果が全く検出さ

れなかったのである。消費税にはタックス・タイミング効果があり，消費税

を賦課方式の公的年金政策財源とすることで資本蓄積の刺激，厚生への寄与

も考えられるといった予測は，本論文の命題2と命題3から否定されるので

ある。

 若年期の個人は消費税重恩の賦課方式による公的年金政策に直面し，若年

期での消費税負担が高まる。そのため若年期における消費税負担の増加は，

個人の可処分所得を抑制し，将来に向けての貯蓄を高めることが難しくなる。

もちろん老年期には消費税財源の賦課方式による公的年金給付を手にする。

そして本論文の図1で示しているとおり，老年期に自身が負担した消費税は，

賦課方式の公的年金給付として自身に還付される。よって老年期での実質的

な消費税負担はゼロとなる。そのため将来の消費税負担に備え，若年期のう

ちから貯蓄を高める必要性がなくなるのである。これより消費税重課の賦課

方式による公的年金政策は，資本蓄積を阻害するものと解釈される。もちろ

ん消費税重課の賦課方式による公的年金政策が資本蓄積を阻害する。その経

済全体の資本蓄積の減少，消費税率増加の直接的な効果を通じて，厚生が阻

害されるものと解釈される。

5＝終わりに一政唱言含意を述べつつ

 政府が賦課方式の公的年金政策財源として消費税を使い，その消費税を重

課するならば，本論文の範囲内では資本蓄積や厚生が阻害される。少なくと

も本論文の文脈からは，消費税がもっとされるタックス・タイミング効果が

求濫¥しないのである。これは消費税重課により若年期の可処分所得が抑制さ

れる。そして老年期に負担する消費税は，そのまま賦課方式の公的年金とし

て給付されるため，老年期の実質的な消費税負担がなくなる。従って老年期

の消費税負担に備えて貯蓄をする必要がなくなるからである。

 実際，日本の場合，消費税の課税範囲の広さ，安定税収をもたらすという
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観点から，消費税の公的年金政策財源利用を模索する議論がある。しかし

(本論文での経済環境のもとでは)消費税に資本蓄積を促進させる効果があ

るとして，消費税を賦課方式の公的年金政策に適用することは政府にとって

難しい。もちろん政府が消費税財源の賦課方式による公的年金政策に，タッ

クス・タイミング効果による資本蓄積の促進というマクロ経済政策目標まで

期待することもできない。つまり資本蓄積，厚生といった効率性の観点から，

政府が消費税財源の賦課方式による公的年金政策を行使する理由が存在しな

い。言い換えるならば賦課方式の公的年金政策財源として，消費税を利用す

ることの積極的な理由が見当たらない。あるいは賦課方式の公的年政策財源

としての消費税利用が，効率性の点から優れているとは言えないのである。

本論文は政府・個人が，これらに十分注意を払う必要があることを示唆して

いるのである。
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